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１．パートタイム・有期雇用労働者の年次有給休暇

（労基法第39条第１項～第６項、労基則第24条の３及び第24条の４）

　パートタイム・有期雇用労働者であっても、６か月間継続勤務し、決められた

労働日数の８割以上出勤すれば、年次有給休暇を与えなければなりません。１回

の労働契約期間は短くても、労働契約を更新して通算６か月以上継続して働くよ

うになった場合も同様です。また、事業主は、労働者が請求した時季に年次有給

休暇を与えなければなりません。

　ただし、会社の事業の正常な運営が妨げられる場合に限り、年次有給休暇を他

の時季に変更することができます（時季変更権）。ここでいう「事業の正常な運

営を妨げる」というのは、「客観的にみて、そのときに労働者に会社を休まれたら、

会社が正常に運営できない」という具体的な事情があるときです。単に忙しいと

いう理由だけで、労働者が休みたい日に休ませないことはできません。

　年次有給休暇の付与日数は、週所定労働時間や週または年間の所定労働日数に

より、次のように定められています。

　労働者は、年次有給休暇を、一日ずつばらばらに取得しても、数日間まとめて

取得してもかまいません。事業場で労使協定を締結すれば、１年に５日を限度と

して、時間単位で年次有給休暇を取得することもできます。

　半日単位の休暇は、労使協定が結ばれていなくても、就業規則等に規定があれ

ば取得できます。

　なお、あらかじめ労使で協定を結び、休暇の計画的付与を行うこともできます

（計画年休）。ただし、計画年休の対象とすることができるのは、各労働者の持っ

ている年次有給休暇の日数のうち、５日を超える部分に限ります。
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　年次有給休暇の時効は、付与日から起算して２年です。年次有給休暇をその年

度内に全部取得しなかった場合、残りの休暇は翌年度に限り取得することができ

ます。ただし、退職日以降に取得することはできません。

２．年５日の年次有給休暇の確実な取得

（労基法第39条第７項及び第８項、労基則第24条の５及び第24条の６）

　「働き方改革関連法」による労働基準法改正により、全ての企業において、年・

10・日以上の年次有給休暇（P33の図の太線内）が付与される労働者（管理監督者

等を含む）に対して、年次有給休暇の日数のうち、年５日については、使用者が

時季を指定して取得させることが義務付けられました。

　使用者は、労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日（基準日）から１年以内に、

取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりません。また、時季指

定にあたっては、労働者の意見を聴取し、できる限り労働者の希望に沿った取得

時季になるよう、その意見を尊重するよう努めなければなりません。

　ただし、既に５日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、

使用者が時季指定をする必要はなく、また、することもできません。加えて、労

働者が自ら請求・取得した年次有給休暇の日数や、計画年休については、その日

数分を時季指定義務が課される年５日から控除する必要があります。

2020/4/1

入社

2020/10/1 2021/9/30

10日付与 ( 基準日 )

2020/10/1 ～ 2021/9/30・までの１年間に
５日年休を取得させなければなりません。

（例）入社日：2020/4/1　休暇付与日：2020/10/1（10・日付与）
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３．年次有給休暇管理簿（労基則第 24 条の７）

　使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、３年間保存しなければ

なりません。管理簿は、労働者ごとに年次有給休暇を取得した時季（日付）及び

日数と基準日（年次有給休暇の付与日）を記載しなければなりません。

　管理簿は、労働者名簿又は賃金台帳とあわせて作成してもよく、また、必要な

ときにいつでも出力できる仕組みとした上で、システム上で管理しても差し支え

ありません。

厚生労働省発行「年５日の年次有給休暇の確実な取得　わかりやすい解説」より
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